
お知らせ

電 話 電子メール ウェブサイトファクス

　12月開幕のラグビー国内最
高峰リーグ「NTTジャパンラグ
ビーリーグワン2024-25」。今
期ディビジョン1に属する三重
ホンダヒートが、ホストゲーム
「全試合110円招待」を開催し
ます。
対　象　県内在住・在勤・在
　学（在園）の方
ところ　三重交通Gスポーツ
　の杜鈴鹿
定　員　各 試 合3,000人(先
　着順)
料　金　19歳以上：110円、　
　18歳以下：無料
申込み　
①QRコードから三重県民招待
　／優待サイトにアクセス
②「Japan Rugby ID」を取得
③対象試合、枚数を登録(1人5
　枚まで)
④電子決済またはコンビニ決
　済で、チケット発券
※申込み開始日は、試合日程表を
　ご覧ください。
問合せ　ヒートファンクラブ事
　務局
　（　heat-fanclub@linkst.
　jp）

三重ホンダヒート 始動!
スポーツ課 　382-9029 　382-9071

 

三重ホンダヒート 
2024-2025 
三重県民招待／
優待サイト

　【試合日程表】

と　き　11月26日㈫14時45分
　から
ところ　郡山小学校2階 コン
　ピューター室(郡山町710-6)
定    員　10人程度（希望者多
　数の場合は抽選）
申込み　当日14時15分から35
　分まで、コンピューター室前で
　受け付け

受験資格　次の要件を全て満
　たす方
〇保育士資格・幼稚園教諭免
　許をいずれも取得済の方また
　は令和7年3月末までに取得
　見込みの方で、令和7年4月1
　日㈫から勤務ができる方
〇地方公務員法第16条の欠格
　条項に該当しない方
〇外国籍の方は、永住者または
　特別永住者の在留資格を有
　すること
業務内容　保育所または幼稚
　園での保育に関する業務
任用条件　給与は22万2,700
　円から22万6,300円までで、
　各種手当（期末手当、通勤手
　当など）があります。また、社
　会保険にも加入します。
定　員　8人程度
申込み　11月5日㈫から29日
　㈮まで(土・日曜日、祝日を除
　く8時30分～17時15分）に、
　採用試験申込書、エントリー
　シート、作文を直接または
　簡易書留で子ども育成課
　（〒513-8701 住所不要)へ

　

　　

11月教育委員会定例会が
傍聴できます

教育総務課　382-7617　 383-7878

市フルタイム
会計年度任用職員募集
(保育士・幼稚園講師)
子ども育成課　382-7606　 382-9054

※募集要項や申込書類は、市ウェ
　ブサイトまたは子ども育成課で
　入手できます。
※公立保育所は、パートタイム会
　計年度任用職員も随時募集し
　ています。
◆採用試験
と　き　12月8日㈰8時50分から
ところ　西条保育所(西条8-19-1
　  382-6511)
内　容　面接と簡単な実技
※合否については、提出書類を含
　め総合的に判断し、12月下旬に
　文書で通知します。

　令和7年5月18日㈰に文化
会館で実施予定の国際交流
フェスタ「わいわい春まつり」の
実行委員を募集します。
　多文化交流しながら、みんな
でわいわい意見を出し合い、楽
しい祭りをつくりましょう。
※国籍や年齢は問いません。
申込み　11月30日㈯までに、
　住所・氏名・電話番号を電
　子メールで（公財）鈴鹿国際
　交流協会へ
◆第1回実行委員会
と　き　12月5日㈭19時から
ところ　文化会館2階 第3研
　修室
※以後、毎月1回定例会を開催します。

　県は、税の公平性と税収の確
保のため、11月と12月を「差押
強化月間」と位置付け、積極的
に滞納処分を実施しています。
　なお、病気や災害などで、一時
的に納税が困難な場合は、鈴鹿

　

鈴鹿国際交流フェスタ2025
「わいわい春まつり」
実行委員募集
(公財)鈴鹿国際交流協会
383-0724　 383-0639
　sifa@mecha.ne.jp

県税差押強化月間
納税課   382-9008     382-7660



 

県税事務所へご相談ください。
問合せ　鈴鹿県税事務所（ 38
　2-8660）

ところ　納税課
内　容　市税・国民健康保険
　料の納付、納付相談、口座振
　替の手続き など
◆休日窓口（市税）
と　き　11月24日㈰9時～12時
◆夜間窓口（市税・保険料）
と　き　11月29日㈮17時15分～
　19時
※北通用口は利用できません。南
　玄関からお越しください。
※夜間窓口で19時から20時まで
　の時間帯に納付相談を希望の方
　は、事前にご連絡ください。

◆労働保険とは
　「労災保険」と「雇用保険」の
総称であり、政府が管理・運営
する強制保険です。農林水産
業の一部を除き、労働者を1人
でも雇用している場合は、事業
主または労働者の意思の有無
に関わらず労働保険の成立手
続きを行った上で、労働保険料
を納付する必要があります。
〇労災保険（労働者災害補償
　保険）：労働者が業務上の事
　由、2つ以上の事業の業務を
　要因とする事由、または通勤
　が原因で負傷、病気になった
　場合や死亡された場合に、被
　災労働者や遺族を保護する
　ため必要な給付を行います。
　また、社会復帰促進などの事
　業も行っています。
〇雇用保険：労働者の失業や
　

　

納税の休日窓口と納税・
国民健康保険料の夜間窓口

納税課   382-9008     382-7660
保険年金課   382-9290     382-9455

11月は労働保険未手続事業
一掃強化期間

産業政策課　382-8698　 382-0304

　雇用の継続が困難となった
　場合に、労働者の生活や雇
　用の安定を図るとともに、再
　就職を促進するために必要
　な給付を行います。また、労
　働者の能力の開発や向上な
　どの事業も行っています。
◆労働保険の成立手続きを
　怠ると
　事業主が「故意」または「重大
な過失」により、労災保険の成
立手続きを行わない、いわゆる
未手続きの期間中に生じた事
故について労災保険給付を
行った場合は、さかのぼって保
険料などを徴収するほか、保険
給付額の4割または10割を事
業主から徴収します（費用徴収
制度）。
問合せ　三重労働局総務部労
　働保険徴収室（  059-226-
　2100)、最寄りの労働基準監
　督署・公共職業安定所(ハ
　ローワーク)

　地震の発生などに備え、住宅
に関する疑問や悩みなどを大
工さんに安心して相談できます。
お気軽にご相談ください。
と　き　11月21日㈭10時～
　14時
ところ　市役所本館1階 市民
　ロビー
内　容　耐震、介護改修、リ
　フォーム、新築など住宅に関
　すること
※住宅以外の問題、境界問題、法律
　関係などの質問には対応できま
　せん。
相談者　専門の知識を有する
　設計士、大工
相談料　無料(予約不要)
問合せ　三重県建設労働組合 
　鈴鹿支部（  382-1521）

　　

けんろう住宅なんでも相談会
建築指導課　382-9048 　384-3938

　長期安全運転に努めた方
は、一定の要件のもと、「優良運
転者表彰」を受けることができ
ます。
対　象　交通安全協会に加入
　し、県内在住で、下記年月日
　に運転免許を取得し、一定の
　期間、無事故、無違反などの
　要件を満たした方
※令和7年度の表彰対象者かどう
　かは、運転免許証の取得年月日
　で確認できます。

申込み　表彰を受けるには、次
　の①②の手続きが必要です。
①鈴鹿地区交通安全協会(江
　島町3446 鈴鹿警察署内)
　窓口で申請書類を取得し、
　12月27日㈮までに、同封さ
　れた申込（振込）用紙で自動
　車安全運転センターに「運転
　記録証明書」を申し込む。
※運転記録証明書は、郵便振込
　(発行料（670円）＋手数料)で
　入手できます。
②令和7年1月31日㈮までに、
　要件を記入の上、申請書類と
　取得した運転記録証明書を
　鈴鹿地区交通安全協会へ

　　

令和7年度
「優良運転者表彰」

交通防犯課　 382-9022　 382-7603

 

 

 

 

 

 

 

  二・小・原、他 
（取得年月日）

30年表彰 

40年表彰  

50年表彰  

昭和64年1月1日～  
平成6年12月31日 
昭和54年1月1日～  
昭和59年12月31日
昭和49年12月31日 
以前の取得者 



 

 

問合せ　(一財)三重県交通安
　全協会（  059-253-7744）、
　鈴鹿地区交通安全協会
　（   388-1241）

　20歳以上60歳未満の方が
加入対象の国民年金は、40年
間(480月)全ての期間を納付
することで満額の老齢基礎年
金を受け取ることができます。
60歳以上65歳未満で国民年
金保険料を支払っていない期
間がある方は、国民年金に任意
加入することで、受給権の確保
ができるだけでなく、年金額を満
額に近づけることができます。た
だし、申し出のあった月からの加
入となり、さかのぼって加入する
ことはできません。希望する方
は、保険年金課または津年金事
務所で手続きをしてください。
対　象　60歳以上65歳未満
　の方
※厚生年金保険・共済組合等加入
　者、および480月満了の方を除
　きます。
持ち物　本人確認できるもの
　（マイナンバーカード、運転免
　許証など）、基礎年金番号が
　分かるもの（年金手帳、基礎
　年金番号通知書、納付書な
　ど）、通帳、通帳届出印
※65歳以上70歳未満の方でも、
　任意加入することにより受給権
　を確保できる場合がありますの
　で、お問い合わせください。
問合せ　津年金事務所（ 059-
　228-9112)

　

60歳以降も
国民年金保険料を
納めることができます
保険年金課　382-9401　  382-9455

申込み　11月5日㈫から29日
　㈮(土・日曜日、祝日を除く8
　時30分～17時15分)まで　
　(必着)に、所定の申込書類
　に必要書類を添えて、直接ま
　たは郵送で住宅政策課へ
※申込書類は11月5日から住宅政
　策課窓口および市ウェブサイト
　で入手できます。
選考方法　応募者多数の場
　合は、12月6日㈮(予定)に
　公開抽選会で決定します。
※応募状況によっては、公開抽選
　会の日程を追加する場合があり
　ます。
入居指定日　令和7年2月3日
　㈪（予定）
※高齢者世帯、障がい者世帯、ひと
　り親世帯など優先措置を受けら
　れる場合がありますので、申し込
　みの際に申し出てください（住民
　票の写しなどの証明書が必要で
　す）。

　宝くじの社会貢献広報事業
として、(一財)自治総合セン
ターが実施するコミュニティ助
成事業の助成金を活用して、よ
り活発な地域活動を行うことを
目的に、夢ある稲生まちづくり
協議会にテント、会議用テーブ
ル、会議用テーブル用台車、折
りたたみイスが整備されました。

　

コミュニティ助成事業で
備品が整備されました
地域協働課    382-8695     382-2214

※家賃は申込者の世帯所得を基準に算定します。なお、家賃以外に敷金・共益費などが必要です。

住宅政策課　382-7616　 382-8188

市営住宅の入居者募集

　鈴鹿市国民健康保険に加入
している方へ、受診券を送付し
ています。12月28日㈯まで、受
診券を利用して無料で健診を
受けられます。健診期間の終了
間際になると、日程など希望に
添えない場合がありますので、
早めに受診しましょう。
※詳しくは、広報すずか9月5日号
　10ページをご覧ください。

　住宅火災の死者数の約7割
が65歳以上の高齢者です。
　住宅用火災警報器は、火災
の煙を感知し、警報を発して

健康診査の実施期間の
終了が近づいています
保険年金課　382-9401　  382-9455

住宅用火災警報器を
設置していますか

中央消防署　382-9164　 382-3905

火災の発生を知らせることで、
逃げ遅れを防ぐものです。中
央消防署は、住宅用火災警報
器を設置していない住宅に取
り付けサポートを行っています。
※取り付けていないお宅は、法令違
　反になります。
対　象　自己所有の住宅に住
　み、住宅用火災警報器（電池
　式）を購入済みの方
※消防署では販売していません。
申込み・問合せ　電話で中央
　消防署へ
※消防職員2人が市内の住宅を無
　作為に訪問して、防火啓発を実施
　しています。

対　象　次の条件を満たしてい
　る個人または団体
・ 生演奏による出演であること

「鈴鹿の街音楽祭」
出演者募集

文化会館　382-8111 　382-8580

 

・  7人程度までの編成であること
・ 本番前日または当日のリハー
　 サルに必ず参加できること
・ 運営スタッフおよび集客のご
　協力をいただくこと
と　き　令和7年3月2日㈰
ところ　文化会館 けやきホール
申込み　12月22日㈰までに、
　応募用紙、デモ音源 2曲
　（CDまたはDVD）、写真
　データ1枚以上、返信用メー
　ルアドレスを、直接または郵
　送で文化会館(〒513-0802 
　飯野寺家町810)へ
※審査結果は、電子メールでお知ら
　せします。
※詳しくは、文化会館ウェブサイト
　をご覧ください。

募集枠 単身 団地名 階層 戸数 家賃 備考 
70歳以上の高齢者・ 身体障がい者・ × 桜島団地 1階 1戸 1万5,400円～3万300円 福祉対応型住戸 

60歳以上の高齢者・ 
身体障がい者・ 

要介護者等世帯向け

要介護者等世帯向け

 

〇 一ノ宮団地 1階 3戸 1万2,900円～2万8,300円   
× ハイツ旭が丘 2階 2戸 1万8,800円～   
× 桜島団地 2階 1戸 1万7,100円～3万3,600円   

一般世帯向け 
（身体障がい者・ 
高齢者世帯不可） 

× 一ノ宮団地 3～4階 2戸 1万2,800円～2万7,900円   
× ハイツ旭が丘 3階 3戸 1万6,600円～3万6,000円   
× 桜島団地 3～4階 2戸 1万6,100円～3万3,700円   

世帯区分なし 条件有 高岡山杜の郷 1～2階 2戸 2万600円～4万2,900円　 　　　   
× 潮風の街磯山 1～2階 2戸 2万3,100円～4万6,400円   

3万6,900円 

申込資格　次の要件全てに該
  当する方
1.市内に住所または勤務場所
　があること
2.同居する親族（婚約者を含
　む）がいること
3.住宅に困窮していることが明
　らかなこと
4.市税の滞納がないこと
5.鈴鹿市市営住宅条例に定め
　る収入基準に該当しているこ
　と
6.暴力団員でないこと
7.過去、市営住宅に入居してい
　たときに、当該住宅の家賃な
　どを滞納していないこと
8.市営住宅の明渡し請求を受
　けていないこと
※入居契約時に連帯保証人を1
　人立てることが必要です。
※高齢者世帯は、前記要件を全て
　満たし、該当の年齢以上の方が
　いる世帯が対象です。
※身体障がい者世帯は、前記要件
　を全て満たし、身体障害者手帳
　所持の方がいる世帯が対象です。
※要介護者などのいる世帯は、前
　記要件を全て満たし、要支援ま
　たは要介護認定を受けた介護保
　険被保険者証所持の方がいる世
　帯が対象です。
※単身者の入居資格要件について
　は、住宅政策課へお問い合わせ
　ください。
※福祉対応型住戸は、室内に手す
　りの設置や段差解消工事済みで
　す。



※「広報すずか」の発行経費の一部
　に充てるため、有料広告を掲載して
　います。内容に関する責任は広告
　主に帰属します。
※有料広告掲載に関するお問い合わ
　せは、情報政策課（  382-9036)へ

有 料 広 告

　平成26年5月1日から運用し
ていた鈴鹿市公共建築物等木
材利用方針を改正し、10月1日
から鈴鹿市木材利用方針の運
用を開始しました。
◆改正点
○名称を「鈴鹿市公共建築物
　等木材利用方針」から「鈴鹿
　市木材利用方針」に変更
○方針の対象を公共建築物な
　どに限らず、民間建築物への
　利用も含めた幅広い分野で
　の木材利用の推進に変更

　

鈴鹿市木材利用方針の
運用が変わりました

農林水産課　382-9017　 382-7610


